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●当JAの組合員の方

●農業を営む方、または従事している方

●お借入時の年齢が満18歳以上であり、原則として最終償還時の年齢が

満81歳未満の方

※ただし、最終償還時の年齢が満81歳以上86歳未満の場合で、相続人

（原則として農業後継者）の存在が確認できる場合は対象となります。

※最終償還時の年齢が満86歳以上であっても、審査によって対象となります。

なお、必要に応じて保証人を求める場合があります。

●前年度税込年収（自営業者の方は前年度税引前所得）が150万円以上ある方

●当JAが指定する保証機関の保証を受けられる方

●その他当JAが定める条件を満たしている方

※上記の項目すべてに該当する方が対象となります。

●農機具（中古含む）の購入、点検・修理等

●他金融機関等の農機具ローン借換え資金

●パイプハウス等資材、建設費用等

●発電・蓄電設備の取得資金（専ら農業利用されるものに限ります）

※以下の要件をすべて満たす場合については、支払い済み資金であっても対象と

することができます。

①借入申込金額が300万円未満であること。

②借入対象となる農機具等について金融機関等からの借入がないこと。

③資金のお支払日から3か月以内（応当日が休日の場合、前営業日）に、

JAへの借入申込書の受付が完了していること。

④その他、当商品ご利用にあたっての要件をすべて満たしていること。

●3,000万円まで

●元利均等返済（毎月返済・年1回または年2回返済）

●元金均等返済（毎月返済・年1回または年2回返済）

●元利金のご返済は貯金口座から自動振替とさせていただきます。

●原則として不要です。

●1年以上15年以内（うち据置期間2年以内）

●当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきますので、原則として

保証人は不要です。ただし、最終償還時の年齢が満81歳以上の場合で、

相続人（原則として農業後継者）の存在が確認できない、債務者単体での

返済能力に疑義がある等の相応の事情がある場合は保証人を求める場合が

あります。また、法人の場合は必要に応じて代表者を連帯保証人として

いただきます。

※保証機関：神奈川県農業信用基金協会

※保証料率：0.25％（一括前払いまたは分割払いからお選びいただけます。）

※一括前払いの場合、保証料を全額助成いたします。

●繰り上げ返済を行う場合や返済条件を変更する場合、当JA所定の手数料が

別途かかります。

●当JAの組合員の方

●農業を営む方、または従事している方

●お借入時の年齢が満18歳以上であり、原則として最終償還時の年齢が

満81歳未満の方

※ただし、最終償還時の年齢が満81歳以上であっても、相続人（原則として

農業後継者）の存在が確認できる場合は対象となります。

●直近三期分の青色または白色申告決算書（確定申告書）、あるいは住民税決定

通知書を提出できる方

●その他、当JAが定める条件を満たしている方

※上記の項目すべてに該当する方が対象となります。

●農業生産に直結する設備資金・運転資金

●農産物の加工・流通・販売に関する設備資金・運転資金

●再生可能エネルギー対応資金

●所要資金の範囲内

※ただし、再生可能エネルギー対応資金については、貸付上限額を1億円とします。

【長期資金】

●運転資金10年以内（うち据置期間1年以内）

●設備資金20年以内（うち据置期間3年以内）

【短期資金】

●運転資金1年以内

【長期資金】

●元利均等返済（毎月返済・年1回または年2回返済）

●元金均等返済（毎月返済・年1回または年2回返済）

●元利金のご返済は貯金口座から自動振替とさせていただきます。

【短期資金】

●期日一括返済

●元金均等返済

●原則として不要です。ただし、以下の場合は、担保が必要になります。

・本資金の申込金額と既往の農業資金保証残高（JA農機ハウスローンおよび

制度資金除く）の合計額が、保証機関が定める保証限度額を超える場合

※詳細は、お近くのJA店舗までお問い合わせください。

・再生可能エネルギー対応資金（全量売電）において500万円を超える場合

●当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきますので、原則として

保証人は不要です。ただし、法人の場合は必要に応じて代表者を連帯保証人

としていただきます。

●必要に応じて連帯保証人を求める場合があります。

※保証機関：神奈川県農業信用基金協会

※保証料率：0.3・0.4％（担保の有無等により変動）

※一括前払い・分割払いからお選びいただけます。

※一括前払いの場合、保証料を全額助成いたします。

●繰り上げ返済を行う場合や返済条件を変更する場合、当JA所定の手数料が

別途かかります。

※ご利用にあたっては、当JAおよび保証機関所定の審査があります。

※審査結果によっては、お申込みついてご希望に添いかねる場合があります。

※店頭でお申し出いただければ、お客様の返済額を試算いたします。

※詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。

① 注文書または見積書等

② 運転免許証または健康保険証

③ 所得証明書

④ その他当JAが必要とする書類
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